
国立大学法人徳島大学（法人番号4480005002568）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、
国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手
当及び単身赴任手当としている。期末特別手当についても、国立大学法人徳島大学役
員給与規則に則り、本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給月額に
100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当の月額
に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準
日前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額で、業務
の実績等に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとし
ている。

なお、令和５年度では、給与法指定職の改定に準拠した本給表のベースアップ(0.3%)及
び期末特別手当の支給割合の引上げ（年間0.1ヶ月分）を実施した。

② 令和５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

期末特別手当において、当該役員の業務実績の評価により、その額の100分の10の範囲内で増額又は減
額することができる。

役員報酬支給基準は、月額で構成されている。国立大学法人徳島大学役員給与規則
に則り、常勤役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態を考慮して、学
長が個別に定めている。

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

③ 役員報酬基準の内容及び令和５年度における改定内容

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法人、
国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教
育・研究機関のうち、国立大学法人の財務分析上の分類において同グループに属し、教育・研究事業で比
較的同等と認められる、近隣地域の以下の法人等を参考とした。
(1) 国立大学法人島根大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している。公表
資料によれば、令和４年度の長の年間報酬額は17,297千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載さ
れた本俸額等を勘案すると、17,573千円と推定される。 同様の考え方により、理事については13,906千円、
監事については11,986千円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額･･･23,235千円

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、
国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手
当及び単身赴任手当としている。また、徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付
加手当に関する措置要項に則り、支給対象者には当該手当を支給している。期末特別
手当については、国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給月額、調整手当の
月額、広域異動手当の月額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月
額、調整手当の月額及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を
基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準日前６箇月以内の期間におけるその者
の在職期間に応じた割合を乗じて得た額で、業務の実績等に応じ、100分の10の範囲内
でこれを増額し、又は減額することができることとしている。

なお、令和５年度では、給与法指定職の改定に準拠した本給表のベースアップ(0.3%)及
び期末特別手当の支給割合の引上げ（年間0.1ヶ月分）を実施した。
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監事

監事（非常勤）
役員報酬支給基準は、月額で構成されている。国立大学法人徳島大学役員給与規則

に則り、月額118,000円としている。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、
国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手
当及び単身赴任手当としている。期末特別手当についても、国立大学法人徳島大学役
員給与規則に則り、本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給月額に
100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当の月額
に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準
日前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額で、業務
の実績等に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとし
ている。

なお、令和５年度では、給与法指定職の改定に準拠した本給表のベースアップ(0.3%)及
び期末特別手当の支給割合の引上げ（年間0.1ヶ月分）を実施した。
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２ 役員の報酬等の支給状況

令和５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,907 12,456 5,202 249 （調整手当）

千円 千円 千円 千円

7,710 5,606 1,989 114 （調整手当）

千円 千円 千円 千円

49 （調整手当）

6 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

196 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

183 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,528 （調整手当）

744 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

196 （調整手当）

1,320

（徳島県地域医
療支援センター
長等に係る業務

付加手当）

千円 千円 千円 千円

3,756 3,756
千円 千円 千円 千円

169 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,416 1,416

※

※

◇

※

10月26日

１月１日

４月１日

9,840 4,109

A監事

就任・退任の状況

15,466
F理事

※

8,496

9,840

C理事
14,170

13,186 9,156 3,823

その他（内容）

13,577

 注： 「調整手当」とは、地域の民間賃金水準を報酬（給与）に反映するように、物価等を踏まえて支給している
 ものである。

 の退職者「*※」、該当がない場合は空欄。

前職

3,660

3,548

E理事

4,109

7,644

2,460

役名

2,515

 注： 「徳島県地域医療支援センター長等に係る業務付加手当」とは、徳島県地域医療支援センター長等の

 注： 「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 業務を付加された者に対して支給するものである。

G理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

法人の長

B理事

D理事

12,238

A理事

0

 注： 総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等
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３ 役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術
及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献すること
としている。

理事（非常勤）の職務内容は、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときは
その職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行うこととなっており、責任の度が高度である。

理事（非常勤）の年間報酬額は、本学常勤役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態
を考慮のうえ決定している。

こうした職務内容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術
及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献すること
としている。

理事の職務内容は、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務
を代理し、学長が欠員のときはその職務を行うこととなっており、責任の度が高度である。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員（取締役）報酬21,244千円と比較した
場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

理事の報酬月額は民間企業の役員報酬を参考としている国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
えて決定しているが、理事の職務内容の特性は上記のとおりであり、民間企業の役員と同等以上であると
言える。
 こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ

る。

徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術
及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献すること
としている。

監事の職務内容は、国立大学法人の業務を監査することとなっており、責任の度が高度である。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員（取締役）報酬21,244千円と比較した

場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。
監事の報酬月額は民間企業の役員報酬を参考としている国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま

えて決定しており、他の同規模の国立大学の監事と同水準となっている。
 こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ

る。

徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術
及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献すること
としている。

監事（非常勤）の職務内容は、国立大学法人の業務を監査することとなっており、責任の度が高度である。
監事の報酬月額は、他の同規模の国立大学の監事（非常勤）と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の同規模の国立大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え

られる。

   職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業等との比較な
   どを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術
及び文化を継承し向上させ、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献すること
としている。

法人の長の職務内容は、学長として校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに法人を代表し、その
業務を総理しており、責任の度が特に高度である。

法人の長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円と比較した場合、
それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

法人の長の報酬月額は法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定している
が、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言える。
 こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ

る。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

1,626
(34,164)

1
(37)

7
(7)

5.10.26 -

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５ 退職手当の水準の妥当性について

【法人の判断理由等】
区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

 役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在
 職期間として算出した金額を記載した。

 注：理事については、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した額を記載するとともに、括弧内に、

理事

法人の長

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事
（非常勤）

法人での在職期間

監事

該当者なし

判断理由

法人の長

理事

該当者なし

当該理事は、教育担当として、国内外の社会変化に応じて求められる、革新的で起業家精神を持った「進取の気風」
に溢れる人材の育成を図るため、医光/医工融合プログラムを新設する等、教育プログラムの充実を図り、また、 学生の
多様化と学生目線に立った学生支援の充実を推進するなど本学の運営及び教育に貢献した。

当該理事に対する退職手当の額は、国立大学法人徳島大学役員退職手当規則において、役員としての在職期間に
おけるその者の業務の実績等に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができると規定してお
り、これらの業務に対する貢献度等を総合的に勘案した上で、増額又は減額を行っていない。

該当者なし

期末特別手当において、当該役員の業務実績の評価により、その額の100分の10の範囲内で増額又は減額する
ことができる。

理事
（非常勤）

該当者なし

監事

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると考える。

5



Ⅱ 職員給与について

１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容及び令和５年度における主な改定内容

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、次に示すとおり、他の国立大学法人等、国家公務
員のほか、令和５年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別・職種別平均支給額
を参考にした。
(1) 国立大学法人島根大学･･･当該法人は、教育・研究事業において類似する近隣地域の国立大学法
人であり、国立大学法人の財務分析上の分類において同グループに属している。
(2) 国家公務員･･･令和５年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
404,015円となっており、全職員の平均給与月額は412,747円となっている。
(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の４月の平均支給額
は214,418円となっている。

また､中期計画における人件費見積りの範囲内で、人件費を病院部門と病院以外の部門で、それぞ
れ一元的に管理することとし、本法人の業務内容、業務量に応じた適正な人員配置を行うとともに、学
長裁量による人件費枠を確保し、機動的かつ重点的な人員配置を行うことによって、人的資源の効果
的運用と効率的配分を図り人件費の管理に努める。

国立大学法人徳島大学職員給与規則に則り、基本給（基本給月額及び基本給の調整額）、賞与（期
末手当及び業績手当）及び諸手当（管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動
手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手
当、看護補助手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール
手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（基本給＋扶養手当＋調整手当＋広域異動手当）に100分の
122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗
じて得た額としている。

業績手当については、業績手当基礎額（基本給＋調整手当＋広域異動手当）に業績手当成績率決
定基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度では、①基本給について、平均1.1%の引上げ②期末手当の支給割合を年間0.05ヶ
月分引上げ③業績手当成績率決定基準に従って定める割合を0.05ヶ月分引上げ④初任給調整手当
の支給月額の限度額を51,100円に引上げ(50,800円→51,100円)⑤１月から特殊勤務手当のうち、夜勤
専従手当の支給額を勤務１回につき11,500円に引上げ(3,000円→11,500円)⑥２月から看護助手に月
額6,000円を支給する看護補助手当を新設した。

職員の勤務成績評価の結果を基礎資料とし、その成績等に応じて、現に受けている基本給の昇給・
昇格・降格及び賞与（６月期、12月期）における支給割合の増減を決定する。

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,418 44.8 6,523 4,733 44 1,790
人 歳 千円 千円 千円 千円

343 43.8 5,610 4,090 53 1,520
人 歳 千円 千円 千円 千円

445 53.5 8,948 6,404 39 2,544
人 歳 千円 千円 千円 千円

455 39.1 5,351 3,944 44 1,407
人 歳 千円 千円 千円 千円

172 39.2 5,192 3,798 39 1,394
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 47.8 5,429 3,941 62 1,488
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

246 43.0 6,994 6,994 50 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

246 43.0 6,994 6,994 50 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

95 48.9 3,733 2,828 60 905
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 52.9 3,238 2,483 65 755
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 49.8 4,380 3,229 124 1,151
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 54.9 4,297 3,309 35 988
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 31.0 3,945 2,990 28 955
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 52.1 3,845 2,806 81 1,039

人 歳 千円 千円 千円 千円

128 44.6 6,265 6,265 91 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 48.4 4,172 4,172 53 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

103 43.7 6,773 6,773 100 0

注：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため記載していない。

注：医療職種（病院医師）については、該当者がいないため記載していない。

注：その他医療職種とは、大学の学生や職員に対する保健管理に関する業務を行う職種を示す。

注：指定職種とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

注：技能・労務職種とは、自動車運転手、用務員等である。

注：該当者が2名以下である職種については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

令和５年度の年間給与額（平均）
人員

その他医療職種
（看護師）

教育職種
（大学教員）

非常勤職員
（年俸制）

技能・労務職種

非常勤職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（医療技術職員）

総額 うち所定内

常勤職員

うち賞与平均年齢区分

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（大学教員）

指定職種

常勤職員
（年俸制）

事務・技術
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注：年齢20～23歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

注：年齢32～35歳の該当者は2人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

注：年齢20～23歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

8



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 10 57.7 8,895

課長 30 55.6 7,690

副課長 33 52.1 6,537

係長 140 45.9 5,715

主任 40 41.9 5,004

係員 90 32.9 4,116

注：「課長」には、課長相当職である「室長」及び「技術部門長」を含む。

注：「副課長」には、副課長相当職である「専門員」、「技術専門員」及び「副技術部門長」を含む。

注：「係長」には、係長相当職である「専門職員」及び「技術専門職員」を含む。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 206 57.6 10,098

准教授 134 50.7 8,348

講師 61 50.7 7,805

助教 44 46.8 6,587

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

4 49.5 7,271

看護師長 36 50.7 6,758

50 46.2 6,089

看護師 364 36.8 5,025

注：「看護部長」の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び

年間給与額は記載していない。

注：「副看護部長」の該当者は4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額

（最高～最低）は記載していない。

注：「看護師」には、看護師相当職である「助産師」を含む。

人員
年間給与額

年間給与額

 9,040 ～ 6,663

 7,120 ～ 4,823

 6,636 ～ 3,999

13,114 ～ 7,425

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

千円

分布状況を示すグループ 人員

～

 7,157 ～ 4,316

 8,325 ～ 5,784

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

年間給与額

（最高～最低）
千円

 9,687 ～ 7,120

千円

平均年齢

分布状況を示すグループ

10,414 ～ 7,882

 8,831 ～ 6,767

 7,323 ～ 5,712

（最高～最低）
平均年齢

 6,208 ～ 4,172

 4,947 ～ 3,382

（最高～最低）

～

 7,961 ～ 6,166

副看護部長

副看護師長
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④

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.7 53.6 53.6
％ ％ ％

46.3 46.4 46.4
％ ％ ％

最高～最低 55.6～42.2 56.0～42.5 54.9～42.3

％ ％ ％

54.7 54.5 54.6
％ ％ ％

45.3 45.5 45.4
％ ％ ％

最高～最低 51.8～41.4 55.4～42.1 50.6～42.0

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.0 53.8 53.9
％ ％ ％

46.0 46.2 46.1
％ ％ ％

最高～最低 51.7～36.4 51.7～42.9 51.7～40.6
％ ％ ％

54.8 54.8 54.8
％ ％ ％

45.2 45.2 45.2
％ ％ ％

最高～最低 51.8～42.0 51.7～42.2 51.8～42.1

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.1 51.9 51.0
％ ％ ％

49.9 48.1 49.0
％ ％ ％

最高～最低 51.8～47.3 51.7～46.5 49.6～47.3
％ ％ ％

54.3 54.1 54.2
％ ％ ％

45.7 45.9 45.8
％ ％ ％

最高～最低 51.8～41.1 51.7～41.3 51.8～41.2

一般
職員

(事務・技術職員）

管理
職員

(教育職員（大学教員））

区分

(医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

区分

一般
職員

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

賞与（令和５年度）における査定部分の比率
（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 ８０．３
・年齢・地域勘案 ８７．９
・年齢・学歴勘案 ７９．２
・年齢・地域・学歴勘案 ８７．２
（参考）対他法人 ９２．７

○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 ９６．７
・年齢・地域勘案 ９８．０
・年齢・学歴勘案 ９７．０
・年齢・地域・学歴勘案 ９７．４
（参考）対他法人 ９５．８

引き続き適正な給与水準を維持する。

内容

引き続き適正な給与水準を維持する。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等

を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給
与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきことと
されている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決
定））

当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案し
たうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結
果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努め
ていただきたい。

対国家公務員
指数の状況

対国家公務員
指数の状況

（法人の検証結果）
人員配置については、本学の教育、研究、管理運営等が効果的に実施できるように配

慮して、長期的な教学的及び経営的展望に立って、適正化を図っている。
また、給与水準については、① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方で参

考とした他の国立大学法人等の給与水準と同等かそれ以下であり､対国家公務員指数
の状況及び上記の視点からみても、給与水準は適切である。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合：29.10％】
（国からの財政支出額 15,843百万円、支出予算の総額 54,435百万円 ：
令和５年度予算）

【累積欠損額 0円(令和４年度決算) 】
【管理職の割合 11.7％（常勤職員数343名中40名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 77.8％（常勤職員数343名中267名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 24.1％】

（支出総額 49,922百万円、給与・報酬等支給総額 12,046百万円：
令和４年度決算）

内容

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 ８９．６
（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和５年度の教育
職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

講ずる措置

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等

を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給
与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきことと
されている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決
定））

当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案し
たうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結
果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努め
ていただきたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合：29.10％】
（国からの財政支出額 15,843百万円、支出予算の総額 54,435百万円 ：
令和５年度予算）

【累積欠損額 0円(令和４年度決算) 】
【管理職の割合 1.1％（常勤職員数455名中5名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 46.6％（常勤職員数455名中212名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 24.1％】

（支出総額 49,922百万円、給与・報酬等支給総額 12,046百万円：
令和４年度決算）

項目

項目

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置

給与水準の妥当性の
検証

（法人の検証結果）
人員配置については、本学の教育、研究、管理運営等が効果的に実施できるように配

慮して、長期的な教学的及び経営的展望に立って、適正化を図っている。
また、給与水準については、① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方で参

考とした他の国立大学法人等の給与水準と同等かそれ以下であり､対国家公務員指数
の状況及び上記の視点からみても、給与水準は適切である。
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４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）

○事務・技術職員

・22歳（大卒初任給）
月額 196,200 円 年間給与 3,222,000 円

・35歳（主任）
月額 284,200 円 年間給与 4,731,000 円

・50歳（副課長）
月額 371,900 円 年間給与 6,273,000 円

○教育職員（大学教員）

・27歳（博士修了助教）
月額 307,800 円 年間給与 5,055,000 円

・35歳（講師）
月額 370,000 円 年間給与 6,240,000 円

・50歳（准教授）
月額 461,400 円 年間給与 7,781,000 円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 6,500 円、子1人につき 10,000 円）を支給。

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

職員の勤務成績評価の結果を基礎資料とし、その成績等に応じて、現に受けている基本給の昇給・
昇格・降格及び賞与（６月期、12月期）における支給割合の増減を決定する。
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Ⅲ 総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

総人件費について参考となる事項

Ⅳ その他

区 分

給与、報酬等支給総額
12,046,423

2,867,720 2,909,725

7,038,981

12,035,804

7,192,915

退職手当支給額
955,687

○前年度(令和４年度)との比較について
・「給与、報酬等支給総額」が0.09%減となった主な要因は、国家公務員の給与の見直しに関連した給与月額の

増額改定及び賞与月額の引上げを実施したものの、前年度に比べて職員数が減少したことによる減額によるも
のと考えられる。

・「最広義人件費」が0.32%増となった主な要因は､外部資金などの運営費交付金以外の経費により雇用される職
員の増加に伴い、「非常勤役職員等給与」が増額したことによるものと考えられる。

844,238

非常勤役職員等給与

注：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

22,908,813

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用
及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「18 役員及び教職員の給与の明細」
における非常勤の合計額と一致しない。

最広義人件費
22,982,683

福利厚生費

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

令和５年度の職員（教員を除く。以下「職員」という。）の定年年齢は61歳である。職員については、令和５年４月
１日に定年年齢を60歳から65歳に引き上げた（令和５年度から２年に１歳ずつ定年を引き上げ、令和13年度に
65歳）。

定年年齢の引上げに伴い、職員については、60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降任する制
度を設けているほか、職員の基本給について61歳に達する年度から7割水準とすることとした。

注：最広義人件費、各人件費について千円未満切り捨てのため、最広義人件費と各人件費の合計額は必ずしも一致しない。
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